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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

東邦航空株式会社所属ヒラー式ＵＨ‐１２Ｅ型ＪＡ７６３９は、昭和５７年６月４日、上 

記番地の山林において松喰い虫防除のため、液剤散布作業中、０８時３５分ごろ、高圧電 

力線の手前でこれを回避して右上昇旋冋中、付近の松の木に接触し、墜溶大破した。

同機には、機長のみ搭乗しており重傷を負った。本事故による火災は発生しなかった。

１．２．１　事故通知及び調査紐織

航空事故調査委員会は、昭和５７年６月４日１１時００分ごろ運輸大臣より事故発 

生の通報を受けた。

同委員会により、当該事故の調査を担当する者として主管調査官が指名された。

１．２．２　調査の実施時期

昭和５７年６月５日　現場調査



１．２．３　原因関係者からの意見聴取

原因関係者として機長から昭和５８年２月１０日意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７６３９は、０４時３０分ごろより試運転と飛行前点検を行い異常がなかったので 

０５時２６分より液剤散布の飛行を開始し、０８時２９分、２０回目の離陸後、山の頂上 

付近で３往復散布したのち、谷に降下し、その奥の方から速度約４０ノットで斜面沿いに 

液剤散布飛行した。高圧電力線に近づいたので、その手前で急バンクしながら右上昇旋回 

して、斜面の尾根筋を越すため、ピッチレバーを引き上げ、サイクリックスティックを操 

作した。機体が旋回を開始したとき、薬剤散布器ブーム（以下「ブーム」という。）の先 

端が高さ約８メートルの松の樹頂から１．７５メートル付近に接触し、機体は激しい右旋転 

に入って回復のいとまもなく樹林に突入した。

機長及び担当整備士の口述によると、この時点まで機材について異常がなかったとのこ 

とである。

機体は数本の松の木をへし折り、１８０度回転して斜面上１～３ｍの樹間にはさまれた 

状態で大破し停止した。

機長は意識はあったが身体の自由がきかなかったため、スイッチ類の操作はせず、救出 

されるまでシートベルトをつけたままの姿勢を保っていた。間もなく約３００メートル離 

れたへリポートから作業員が駆けつけ機長を最寄りの救急病院へ担送した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

機長が重傷を負い入院した。（右手薬指骨折、右手裂傷、顔面及び全身打撲）

２．３　航空機の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度

大破

２．３．２　航空機各部の損壊の状況

メインローター、テイルローター　折損



ローターハブ　破損

ローターマスト　〃

風防　〃

計器板　〃

テールロータードライブシャフト　〃

スキッド式降着装置　〃

液剤散布装置　〃

２．３．３　事故現場

墜落地点は急勾配の地形で、直径１０～２０センチメートルの松と雑木が密生して 

いた。当該機の破損物は機体周辺数メートル以内に散在していた。

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

松　５本切損

２．５　乗組員に関する情報

機長　男性　２８才

事業用操縦士技能証明書　第７７０１号

取得年月日　昭和５５年２月１日

限定事項　回転翼

第１種航空身体検査証明書　第１１６５２４７３号

有効期限　昭和５８年２月６日

総飛行時間　７０２時間５２分

同型式機飛行時間　２０９時間５２分

最近３０日間の飛行時間　１３時間２８分

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　ヒラー式　ＵＨ‐１２Ｅ型

製造番号及び製造年月日　第５０５９号　昭和５３年１１月１日 

耐空証明番号　第東５６‐６７１号　昭和５８年３月１５日まで有効 

総飛行時間　８４４時間０２分

前回３００時間点検後の飛行時間　１７時間５６分



２．６．２　重量及び重心位置

事故時の推定重量は、２，６５０ポンドで最大離陸重量３，１００ポンド以下であり、重 

心位置８３．８６インチは許容限界（７９．５～８４．８インチ）内にあった。

２．６．３　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はエアロシェルＷ１００でいずれも規 

格品であった。

２．７　気象に関する情報

６月４日　気象庁高松地方気象台内海観測所

時刻　０７００　０８００　０９００

風向　南南東　東　北北西

風速　１メートル／秒　１　〃　2　〃

６月４日　当該機のヘリポート（墜落地点より距離約３００メートル、標高差約

１０８メートル）における実測値

時刻　０７００　０７３０　０８００　０８３０

風向　西　西　西　西

風速　０．４５メートル／秒　１．７　〃　０．５　〃　１．１　〃

晴、視程１０キロメートル、気温２２度Ｃ

６月１０日　機長が墜落地点（標高約１４０メートル）の風は西風で、ヘリポート

（標高３２メートル）の実測値より強かったと口述しており、この両 

地点で風向、風速差がどの程度生ずるかを観測するため、６月１０日 

の気象が事故日に近かったので、ヒラム風速計を使用して両地点の風 

向、風速を同時計測した結果は次のとおりである。



時刻

測定
場
所

ヘリポート　墜落地点（注）

風向　風速　風向　風速

０７５５　南西　１．２７メートル／秒　南東　１．３２メートル／秒

０８００　〃　０．７４　〃　〃　０．９７　〃

０８０５　〃　０．５４　〃　〃　０．６４　〃

０８２５　〃　０．６８　〃　〃　０．９５　〃

０８３０　〃　０．８　〃　〃　１．３５　〃

０８３５　〃　０．９　〃　〃　１．１７　〃

０８５５　〃　１．４５　〃　〃　１，２９　〃

０９００　〃　１．２５　〃　〃　０．８５　〃

０９０５　〃　１．３５　〃　〃　１．２５　〃

（注）　墜落地点では同地点の松の木上の１０メートルのところで測定した。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長は適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　ＪＡ７６３９は有効な耐空証明を有し、同機の機体調査の結果並びに機長及び整 

備士等の関係者の口述から事故発生時までに不具合はなかったものと推定される。

３．１．３　事故当時（０８時３０分）の風は、ヘリポートにおいては微風の約１．１ノット 

であったが、機長の口述によれば事故現場付近ではかなり西の風が強かった。

そこで、へリポートにおける風速が事故時のそれと同程度である時を選んで、へリ 

ポートと事故現場付近の風向風速を測定（２．７参照）して両者を比較した結果、両者 

間の風速の差はほとんど見いだせなかった。このことから、事故当時、事故現場付近 

の風速が大であったとしてもヘリポートのそれより極度に大であったとは考えられな 

い。

同機は尾根の風下側にいたため、下降気流の影響を受けたかも知れないが、「気流 

の悪い時にがたっと落されるときがあるが、それとは違う状況である。」と機長がロ 

述していることから、その程度は事故発生に影響を及ぼす程大きいものであったとは



考えられない。

３．１．４　機長は事故現場付近の地形等については、散布済の地域でもあり、よく認識し 

ており、視程も良好であって、事故発生前から既に高圧電力線は視認し、承知してい 

た。

３．１．５　同機が高圧電力線に接近し過ぎたのは、高圧電力線からもう少し離れた予定飛 

行コースによることなく、できるだけ高圧電力線の近くまで液剤を散布してその効果 

をあげようとする機長の意図が働いた（作業発注者は現場周辺の数カ所に監視員を配 

置していた。）ことによるものと認められる。

なお、機体のブーム（ブーム長約１０メートル）の右端が最初に接触したと推定さ 

れる松の樹頂が高圧電力線から約１６メートルのところにあり、また同機が高圧電力 

線に対して直角に近い方向から接近し、その手前で回避のため右旋回していることか 

ら、機体ブームの左端が高圧電力線に最も接近した距離は６メートル以内と推定され 

る（付図２参照）。

３．１．６　一般に発注者側が業界指導散布高度８メートルに固執するところから、機長は 

低高度で液剤散布効果をあげるべく事故現場付近が谷で急傾斜面の上に樹頂に高低が  

多く複雑な地形にもかかわらず、樹上数メートルの低高度を飛行していたものと推定 

される。

３．１．７　機長は、低高度で高圧電力線に極度に接近したため、回避操作にゆとりがなく 

なり、急激な右上昇旋回により辛うじて高圧電力線をクリアしたが、この右上昇旋回 

に際しブームの右端が左端に比して、低くなって樹頂とのクリアランスが減少し、尾 

根の頂上に向かうかっこうとなったため対地高度差も少なくなり、加えて適切を欠い 

た急激な右上昇旋回操作により所要の上昇率が得られず、ブーム右端が機長の予期以 

上に樹頂に接近してこれに接触したものと推定される。

４　原因

４．１　解析の要約

(1)　機長は適法の資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ７６３９は有効な耐空証明を有し、事故発生時までに不具合はなかったものと推 

定される。



(3)　事故発生当時の事故現場付近の風速は微風であったへリポートの風速よりも極度に 

大であったとは考えられない。

さらに同機は、尾根の風下側にいたため、下降気流の影響をうけたかも知れないが、事 

故発生に影響を及ぼす程大きなものであったとは考えられない。

(4)　機長は、高圧電力線を承知し、かつ視認していた。

(5) 同機が高圧電力線に接近し過ぎたのは液剤散布効果をあげようとする機長の意図に 

よるものと認められる。

(6)　機長は低高度で液剤散布効果をあげるべく、複雑な地形にもかかわらず低高度で飛 

行していたものと推定される。

(7)　機長は、低高度で高圧電力線に極度に接近し、急激な右上昇旋回でこれを回避した 

が、ブームの右端が低くなり、尾根の頂上に向かうかっこうになったため、対地高度差も少 

なくなり、加えて適切を欠いた急激な右上昇旋回操作により、所要の上昇率が得られずブ 

ーム右端が樹林に接触したものと推定される。

４．２　推定原因

本事故の原因は、機長が液剤散布効果をあげようとして、低高度で高圧電力線に接近し 

すぎたこと及びこれを回避するため行った急激な右上昇旋回に適切さを欠いたので、所要 

の上昇率が得られなかったことから、機体の一部が樹木に接触したことによるものと推定 

される。
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